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条例第５条（普通規制地域）の個別基準 

広告物等の種類 
第１種普通規制地域において

表示し、又は設置する場合 

第２種普通規制地域において

表示し、又は設置する場合 

１ 広告

塔、広

告板そ

の他こ

れらに

類する

もの 

(１) 野立てのもの ア イの地域以外の地域 

(ア) (イ)及び(ウ)以外の

もの 

ａ 高さは、広告塔にあ

っては地上15メートル

以下、広告板にあって

は地上５メートル以下

であること。 

ｂ 表示面積の合計は、

30平方メートル以内で

あること。ただし、広

告塔の場合は、１面30

平方メートル以内とす

る。 

ｃ 自己の氏名、名称、

店名若しくは商標又は

自己の事業若しくは営

業の内容を表示するた

め、自己の住所又は事

業所、営業所若しくは

作業場（以下「事業所

等」という。）に表示

し、又は設置する広告

物又は掲出物件（以下

「自家広告物等」とい

(ア) (イ)及び(ウ)以外のも

の 

ａ 高さは、広告塔にあっ

ては地上15メートル以

下、広告板にあっては地

上５メートル以下である

こと。 

ｂ 表示面積の合計は、30

平方メートル以内である

こと。ただし、広告塔の

場合は、１面30平方メー

トル以内とする。 

(イ) 道路法施行令第７条第

１号の標識 

道路法第32条の規定によ

り道路の占用の許可を受け

たもの又は同法第35条の規

定により道路の占用を認め

られたものであること。 

(ウ) 道標、案内図板その他

公衆の利便に供することを

目的とするもの 

ａ 高さは、広告塔にあっ

ては地上15メートル以

下、広告板にあっては地



2/17 

う。）以外の屋外広告

物で、道標、案内図板

その他公衆の利便に供

することを目的としな

いもの（以下「一般広

告」という。）の表示

内容は、矢印、距離等

の案内し、又は誘導す

るための表示のないも

のであること。 

(イ) 道路法施行令（昭和

27年政令第479号）第７条

第１号の標識 

道路法（昭和27年法律

第180号）第32条の規定に

より道路の占用の許可を

受けたもの又は同法第35

条の規定により道路の占

用を認められたものであ

ること。 

(ウ) 道標、案内図板その

他公衆の利便に供するこ

とを目的とするもの（道

路法施行令第７条第１号

の標識を除く。以下「案

内図板等」という。） 

ａ 高さは、広告塔にあ

っては地上15メートル

上５メートル以下である

こと。 

ｂ 案内広告の表示面積が

３平方メートル以内であ

り、かつ、片面のみの表

示であるものであるこ

と。ただし、当該案内広

告と同一の寸法及び形状

の案内広告を、それぞれ

の裏側が見えないように

表示する場合に限り、当

該案内広告が表示される

面の裏側に案内広告を表

示することができる。 

ｃ 電飾設備には、動光、

点滅照明、ネオン照明、

光源が露出した物（案内

広告を直接照らすものを

除く。）その他これらに

類するものを使用しない

ものであること。 

ｄ 案内広告は、案内し、

又は誘導する事業所等の

名称、矢印、距離等必要

最小限の表示とし、サー

ビス内容、商品名、住所、

電話番号等、又は案内し、

若しくは誘導するための
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以下、広告板にあって

は地上５メートル以下

であること。 

ｂ 案内図板等に表示さ

れる広告（以下「案内

広告」という。）の表

示面積が３平方メート

ル以内であり、かつ、

片面のみの表示である

ものであること。ただ

し、当該案内広告と同

一の寸法及び形状の案

内広告を、それぞれの

裏側が見えないように

表示する場合に限り、

当該案内広告が表示さ

れる面の裏側に案内広

告を表示することがで

きる。 

ｃ 電飾設備には、動光、

点滅照明、ネオン照明、

光源が露出した物（案

内広告を直接照らすも

のを除く。）その他こ

れらに類するものを使

用しないものであるこ

と。 

ｄ 案内広告は、案内し、

地図の表示のないもので

あること。ただし、病院

又は診療所については、

診療科目を表示できるも

のとする。 

ｅ 写真、絵（商標を除く。）

の表示のないものである

こと。 

ｆ 案内広告に表示された

矢印、距離その他の案内

又は誘導を目的とした表

示の部分の面積の合計が

当該案内広告の表示面積

の３分の１以上であり、

かつ、当該案内又は誘導

を目的とした表示の部分

には、それ以外の文字を

表示しないものであるこ

と。 

ｇ 案内広告の地の色彩

が、明度３以上、かつ、

彩度８以下のものである

こと。 

ｈ ｂの規定にかかわら

ず、５以上の者が協同で

表示する場合にあって

は、案内広告の表示面積

が10平方メートル以内、
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又は誘導する事業所等

の名称、矢印、距離等

必要最小限の表示と

し、サービス内容、商

品名、住所、電話番号

等、又は案内し、若し

くは誘導するための地

図の表示のないもので

あること。ただし、病

院又は診療所について

は、診療科目を表示で

きるものとする。 

ｅ 写真、絵（商標を除

く。）の表示のないも

のであること。 

ｆ 案内広告に表示され

た矢印、距離その他の

案内又は誘導を目的と

した表示（案内又は誘

導に係る事業所等の名

称を除く。以下同じ。）

の部分の面積（別に定

める方法により算出し

た面積をいう。以下同

じ。）の合計が当該案

内広告の表示面積の３

分の１以上であり、か

つ、当該案内又は誘導

１者当たりの表示の部分

の面積が２平方メートル

以内であり、かつ、片面

のみの表示であるもので

あること。ただし、当該

案内広告と同一の寸法及

び形状の案内広告を、そ

れぞれの裏側が見えない

ように表示する場合に限

り、当該案内広告が表示

される面の裏側に案内広

告（５以上の者が協同で

表示するものであって、

１者当たりの表示の部分

の面積が２平方メートル

以内のものに限る。）を

表示することができる。 
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を目的とした表示の部

分には、それ以外の文

字を表示しないもので

あること。 

ｇ 案内広告の地（文字

及び矢印以外の部分を

いう。以下同じ。）の

色彩が、明度（日本工

業規格のマンセル表色

系の明度をいう。以下

同じ。）３以上、かつ、

彩度（日本工業規格の

マンセル表色系の彩度

をいう。以下同じ。）

８以下のものであるこ

と。 

ｈ ｂの規定にかかわら

ず、５以上の者が協同

で表示する場合にあっ

ては、案内広告の表示

面積が10平方メートル

以内、１者当たりの表

示の部分の面積（別に

定める方法により算出

した面積をいう。以下

同じ。）が２平方メー

トル以内であり、かつ、

片面のみの表示である
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ものであること。ただ

し、当該案内広告と同

一の寸法及び形状の案

内広告を、それぞれの

裏側が見えないように

表示する場合に限り、

当該案内広告が表示さ

れる面の裏側に案内広

告（５以上の者が協同

で表示するものであっ

て、１者当たりの表示

の部分の面積が２平方

メートル以内のものに

限る。）を表示するこ

とができる。 

イ 条例第５条第３号に規定

する区域であって、条例第

３条第６号若しくは条例第

５条第２号に規定する道路

から100メートル未満の地

域又は条例第３条第６号若

しくは条例第５条第２号に

規定する鉄道から500メー

トル未満の地域 

(ア) 案内図板等 

ａ 事業所等が主要な道

路に接していない場合

その他のやむを得ない
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場合に当該事業所等へ

案内し、又は誘導する

ために表示し、又は設

置するものであるこ

と。 

ｂ 案内図板等の設置場

所から、当該案内図板

等に表示されている全

ての事業所等の敷地ま

での道のりが、10キロ

メートル以内のもので

あること。ただし、市

長がやむを得ない事情

があると認めたとき

は、この限りでない。 

ｃ 別図のＥ点、Ｆ点、

Ｇ点及びＨ点で囲まれ

た区域に、別の野立て

の案内図板等が掲出さ

れていない、又は掲出

される予定がないもの

であること。 

ｄ 高さが、地上５メー

トル以下であるもので

あること。 

ｅ 案内広告の表示面積

が３平方メートル以内

であり、かつ、片面の



8/17 

みの表示であるもので

あること。ただし、当

該案内広告と同一の寸

法及び形状の案内広告

を、それぞれの裏側が

見えないように表示す

る場合に限り、当該案

内広告が表示される面

の裏側に案内広告を表

示することができる。 

ｆ 電飾設備には、動光、

点滅照明、ネオン照明、

光源が露出した物（案

内広告を直接照らすも

のを除く。）その他こ

れらに類するものを使

用しないものであるこ

と。 

ｇ 案内広告は、案内し、

又は誘導する事業所等

の名称、矢印、距離等

必要最小限の表示と

し、サービス内容、商

品名、住所、電話番号

等、又は案内し、若し

くは誘導するための地

図の表示のないもので

あること。ただし、病
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院又は診療所について

は、診療科目を表示で

きるものとする。 

ｈ 写真、絵（商標を除

く。）の表示のないも

のであること。 

ｉ 案内広告に表示され

た矢印、距離その他の

案内又は誘導を目的と

した表示の部分の面積

の合計が当該案内広告

の表示面積の３分の１

以上であり、かつ、当

該案内又は誘導を目的

とした表示の部分に

は、それ以外の文字を

表示しないものである

こと。 

ｊ 案内広告の地の色彩

が、明度３以上、かつ、

彩度８以下のものであ

ること。 

ｋ ｅの規定にかかわら

ず、５以上の者が協同

で表示する場合にあっ

ては、案内広告の表示

面積が10平方メートル

以内、１者当たりの表
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示の部分の面積が２平

方メートル以内であ

り、かつ、片面のみの

表示であるものである

こと。ただし、当該案

内広告と同一の寸法及

び形状の案内広告を、

それぞれの裏側が見え

ないように表示する場

合に限り、当該案内広

告が表示される面の裏

側に案内広告（５以上

の者が協同で表示する

ものであって、１者当

たりの表示の部分の面

積が２平方メートル以

内のものに限る。）を

表示することができ

る。 

(イ) 道路法施行令第７条

第１号の標識 

道路法第32条の規定に

より道路の占用の許可を

受けたもの又は同法第35

条の規定により道路の占

用を認められたものであ

ること。 

(ウ) 自家広告物等 
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ａ 高さは、広告塔にあ

っては地上15メートル

以下、広告板にあって

は地上５メートル以下

であること。 

ｂ 表示面積の合計は、

30平方メートル以内で

あること。ただし、広

告塔の場合は、１面30

平方メートル以内とす

る。 

(２) 建

築物を

利用す

るもの 

ア 屋上に設置

するもの 

(ア) 高さは、建築物の高さの３分の２以下で、かつ、15

メートル以下であること。 

(イ) 建築物の壁面から突き出ないものであること。 

(ウ) 木造建築物の棟の上には、設置しないものであるこ

と。 

イ 壁面から突

き出すもの 

(ア) 表示面積は、１面につ

き20平方メートル以内と

し、外壁からの出幅は、1.5

メートル以下であること。 

(イ) 下端は、歩道と車道の

区別のある道路の歩道上で

は地上2.5メートル以上、歩

道と車道の区別のない道路

上では地上4.7メートル以

上であること。 

(ウ) 上端は、壁面を越えな

いものであること。 

(ア) 外壁からの出幅は、1.5

メートル以下であること。 

(イ) 下端は、歩道と車道の

区別のある道路の歩道上で

は地上2.5メートル以上、歩

道と車道の区別のない道路

上では地上4.7メートル以

上であること。 

(ウ) 上端は、壁面を越えな

いものであること。 
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ウ 壁面を利用

するもの 

(ア) 壁面の１面の面積が

300平方メートル未満の場

合においては、表示面積は、

その壁面面積の５分の１以

内であること。ただし、壁

面面積の５分の１が15平方

メートルに達しない場合に

あっては、15平方メートル

以内とする。 

(イ) 壁面の１面の面積が

300平方メートル以上の場

合においては、表示面積は、

その壁面面積の10分の１以

内であること。ただし、壁

面面積の10分の１が60平方

メートルに達しない場合に

あっては、60平方メートル

以内とする。 

(ウ) 壁面の端から突き出な

いものであること。 

(エ) 窓その他の開口部を覆

わないものであること。 

(オ) 一般広告の表示内容

は、矢印、距離等の案内し、

又は誘導するための表示の

ないものであること。 

(ア) １面の表示面積は、そ

の壁面面積の５分の１以内

であること。ただし、壁面

面積の５分の１が15平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、15平方メートル以

内とする。 

(イ) 壁面の端から突き出な

いものであること。 

(ウ) 窓その他の開口部を覆

わないものであること。 

(３) 工

作物等

ア 塀を利用す

るもの 

(ア) 塀の１面の面積が300

平方メートル未満の場合に

(ア) １面の表示面積は、そ

の塀の面積の５分の１以内
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を利用

するも

の 

おいては、表示面積は、そ

の塀の面積の５分の１以内

であること。ただし、塀の

面積の５分の１が15平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、15平方メートル以

内とする。 

(イ) 塀の１面の面積が300

平方メートル以上の場合に

おいては、表示面積は、そ

の塀の面積の10分の１以内

であること。ただし、塀の

面積の10分の１が60平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、60平方メートル以

内とする。 

(ウ) 塀の上端及び両側端か

ら突き出ないものであるこ

と。 

(エ) 一般広告の表示内容

は、矢印、距離等の案内し、

又は誘導するための表示の

ないものであること。 

であること。ただし、塀の

面積の５分の１が15平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、15平方メートル以

内とする。 

(イ) 塀の上端及び両側端か

ら突き出ないものであるこ

と。 

イ アーケード

に添加するも

の 

(ア) 表示規格は、縦0.4メートル以下、横1.35メートル以

下、幅0.3メートル以下とし、同一街区内においては同一

規格であること。 

(イ) 下端は、地上2.5メートル以上であること。 

ウ 電柱、街灯 (ア) 突き出すもの 
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柱その他これ

らに類するも

の（消火栓標

識柱を除く。）

を利用するも

の 

ａ 表示規格は、縦1.2メートル以下、横0.4メートル以

下であること。 

ｂ 下端は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では

地上2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路上

では地上4.7メートル以上であること。 

ｃ 個数は、１本につき１個であること。 

(イ) 巻き付けるもの 

１本当たりの表示面積の合計は、１平方メートル以内

であること。 

エ 消火栓標識

柱を利用する

もの 

つり下げるもの 

(ア) 表示規格は、縦0.4メートル以下、横0.8メートル

以下であること。 

(イ) 下端は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上で

は地上2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路

上では地上4.7メートル以上であること。 

(ウ) 個数は、１本につき１個であること。 

２ 貼り

紙、貼

り札、

立看板

その他

これら

に類す

るもの 

壁面及び塀を利用するも

の 

(ア) 壁面又は塀の１面の面

積が300平方メートル未満

の場合においては、表示面

積は、その壁面又は塀の面

積の５分の１以内であるこ

と。ただし、壁面又は塀の

面積の５分の１が15平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、15平方メートル以

内とする。 

(イ) 壁面又は塀の１面の面

積が300平方メートル以上

(ア) １面の表示面積は、そ

の壁面又は塀の面積の５分

の１以内であること。ただ

し、壁面又は塀の面積の５

分の１が15平方メートルに

達しない場合にあっては、

15平方メートル以内とす

る。 

(イ) 壁面を利用する場合に

おいては、壁面の端から突

き出ないものであり、かつ、

窓その他の開口部を覆わな
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の場合においては、表示面

積は、その壁面又は塀の面

積の10分の１以内であるこ

と。ただし、壁面又は塀の

面積の10分の１が60平方メ

ートルに達しない場合にあ

っては、60平方メートル以

内とする。 

(ウ) 壁面を利用する場合に

おいては、壁面の端から突

き出ないものであり、かつ、

窓その他の開口部を覆わな

いものであること。 

(エ) 塀を利用する場合にお

いては、塀の上端及び両側

端から突き出ないものであ

ること。 

いものであること。 

(ウ) 塀を利用する場合にお

いては、塀の上端及び両側

端から突き出ないものであ

ること。 

３ その

他の広

告物等 

(１) アドバルーン 表示規格は、縦20メートル以下、横1.5メートル以下で、ロ

ープの長さは取付箇所から50メートル以下であること。 

(２) 広告幕及び広告網 (ア) 道路を横断するもの 

幅は１メートル以下で、

下端は地上５メートル以上

であること。 

(イ) 壁面又は塀を利用する

もの 

ａ 壁面又は塀の１面の面

積が300平方メートル未

満の場合においては、表

(ア) 道路を横断するもの 

幅は１メートル以下で、

下端は地上５メートル以上

であること。 

(イ) 壁面又は塀を利用する

もの 

ａ １面の表示面積は、そ

の壁面又は塀の面積の５

分の１以内であること。
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示面積は、その壁面又は

塀の面積の５分の１以内

であること。ただし、壁

面又は塀の面積の５分の

１が15平方メートルに達

しない場合にあっては、

15平方メートル以内とす

る。 

ｂ 壁面又は塀の１面の面

積が300平方メートル以

上の場合においては、表

示面積は、その壁面又は

塀の面積の10分の１以内

であること。ただし、壁

面又は塀の面積の10分の

１が60平方メートルに達

しない場合にあっては、

60平方メートル以内とす

る。 

ｃ 壁面を利用する場合に

おいては、壁面の端から

突き出ないものであり、

かつ、窓その他の開口部

を覆わないものであるこ

と。 

ｄ 塀を利用する場合にお

いては、塀の上端及び両

側端から突き出ないもの

ただし、壁面又は塀の面

積の５分の１が15平方メ

ートルに達しない場合に

あっては、15平方メート

ル以内とする。 

ｂ 壁面を利用する場合に

おいては、壁面の端から

突き出ないものであり、

かつ、窓その他の開口部

を覆わないものであるこ

と。 

ｃ 塀を利用する場合にお

いては、塀の上端及び両

側端から突き出ないもの

であること。 
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であること。 

(３) のぼり (ア) １本当たりの表示面積は、１面につき２平方メート

ル以内であること。 

(イ) 道路の区域及び路端から５メートル以内の地域に表

示し、又は設置する場合においては、相互の間隔は５メ

ートル以上であること。 

別図 

 

備考 

Ａ点、Ｂ点、Ｃ点及びＤ点で囲まれたものは、案内図板等とする。 


